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平
成
20
年
３
月
７
日
、
沖
縄

県
名
護
市
の
金
融
業
務
特
別
地

区
に
お
い
て
、
金
融
関
連
シ
ス

テ
ム
・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発
の

受
託
、
保
守
及
び
運
用
等
業
務

を
行
う
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
ワ
ー
ル

ド
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社
に

対
し
て
、
岸
田
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
か
ら
金
融
業
務
特
別
地

区
に
お
け
る
事
業
認
定
第
一
号

と
な
る
認
定
書
の
交
付
を
行
い

ま
し
た
。 

　
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
ワ
ー
ル
ド
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社
は
、
中

国
株
な
ど
の
ア
ジ
ア
株
を
中
心

と
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
証
券
取
引
を
行
う
ユ
ナ
イ
テ

ッ
ド
ワ
ー
ル
ド
証
券
株
式
会
社

の
子
会
社
で
す
。 

　
親
会
社
で
あ
る
ユ
ナ
イ
テ
ッ

ド
ワ
ー
ル
ド
証
券
株
式
会
社
は
、

ア
ジ
ア
株
を
中
心
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
か
ら
、
半
径
2
，

0
0
0
㎞
内
に
東
京
、
香
港
、

マ
カ
オ
な
ど
、
今
後
も
ま
す
ま

す
発
展
が
期
待
さ
れ
る
東
ア
ジ

ア
ビ
ジ
ネ
ス
圏
の
中
心
に
位
置

し
て
い
る
沖
縄
と
い
う
立
地
に

着
目
し
て
、
平
成
13
年
に
沖
縄

県
名
護
市
に
設
立
し
、
そ
の
後
、

東
京
都
港
区
に
本
社
を
移
転
し

ま
し
た
が
、
現
在
も
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
業
務
を
中
心
と
し
た
業

務
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
支
店
で

行
っ
て
い
る
会
社
で
す
。 

　
今
後
は
、
こ
の
事
業
認
定
を

契
機
と
し
て
、
沖
縄
県
に
更
な

る
金
融
業
及
び
そ
の
関
連
企
業

の
集
積
や
雇
用
の
創
出
が
図
ら

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

金融業務特別地区における事業認定第一号について 

　金融業務特別地区制度は、平成14年4月に施行された沖縄振興特
別措置法において初めて創設された制度であり、金融業務特別地区
内に進出する金融関連企業は、一定の要件を充たせば税制上の優遇
措置を受けることができます。 
　金融業務特別地区は、平成14年7月10日付けで、全国で唯一、
沖縄県名護市が指定されました。 
　同制度における主な税制上の優遇措置としては、法人税の所得控
除制度と投資税額控除があり、企業が所得控除制度の適用を受ける
ためには、内閣総理大臣から事業の認定を受ける必要があります。 
　事業の認定を受けるための主な要件としては、次のとおりです。 
①金融業務特別地区内に新たに法人を設立すること。 
②専ら金融業務特別地区内において金融業務に係る事業を行うこと。 
③常時使用する従業員の数が10人以上であること。（20人⇒10人
に要件緩和、平成19年4月改正） 

金融業務特別地区制度について 
 

「金融業務特別地区」制度の概要 

対象地域 

対象業種 

国
　
　
　
税
 

地
方
税
 

所得控除制度 

投資税額控除 

地方交付税に 
よる減収補填 
措置 

現 行 名護市　（指定：平成14年7月10日） 

金融業及び金融関連業務 

法人所得の35％ 
 10年間、直接人件費の20％を上限 
 　【要件】 
 

機械等15％、建物等8％ 
法人税額の20％限度 
繰越4年 
限度額20億円 

機械・装置 
器具・備品 
建物・建物附属設備 

事業税・不動産取得税・固定資産税 

金融業務の集積を促進し、もって沖縄の産
業振興と雇用の創出を図るために必要とさ
れる政令で定める要件を備えている地域 

・大臣の事業認定 
・現地法人新設 
・常時使用者10名以上 


